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日本企業向け
法務サービス

企業法務：契約書のレビュー、会社の業務に関する法律
相談の対応、主管機関への対応支援

M&A：株式取引、Joint Venture、関係会社組織再
編

労務：会社の内部規程、労使紛争、コンプライアンスに
関する相談対応

争訟：訴訟及び関連手続の代理、消費及び権利侵害
に関する紛争の解決支援

私たちの法務支援サービス
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企業法務：会社の日常業務上の法務問題に関するお悩みの解決支援

契約書レビュー

業務に関する
法律相談

主管機関への
対応

企業の事業運営に関する取引、請負、販売、工事、技術提携等
の各種契約書のレビュー・作成支援。また、国内及びクロスボーダー
の契約について、日本語、英語、中国語での対応が可能。

企業が日常の業務を行う中で、公正取引、消費者保護、食品安
全、工場設置、会社における意思決定プロセスのコンプライアンス、
新事業に係る規定の遵守等に関して直面する様々な法的問題の
解決を支援。

業務の許可申請に関する相談対応及び主管機関への対応支援、
主管機関の処分に対する対応及び主張に関する支援、新規業務
の申請に関するリーガルチェック及び折衝のサポート等。
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企業法務：主な実績、事例紹介

日系企業向け

顧問弁護士サービス

• 多くの日系企業の法律顧

問を務めており、半導体を

はじめとする、金融、飲食、

小売、エネルギー、IT等の

業種で法律相談サービスを

提供している。

クレジットカード業務に係る

リーガルチェック

• クレジットカードに係る新規

業務・サービス実施前の法

令調査及びアドバイスを

行っている。

• 消費者紛争、クレジット

カードに関する契約条項・

特典、クレジットカード業務、

及び消費者保護法、公平

取引法の遵守に関する相

談に対応している。

日本企業の

台湾進出に関する支援対応

•事前に許可の要する旅行

業、ホテル業、建設事業に

関連する法規制の調査・

整理を支援している。

• 政府の関連部門への対応、

意見調整、進出の可能性

についての相談などのサービ

スを提供している。
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M&A：日台における友好的協業のサポート

株式取引

Joint Venture

関連企業組織再編

日本企業がM&Aで対台湾投資を行う際に、最も手近な方法。取引
形態の確認、法務デューデリジェンス、投資契約の作成・レビュー、取引
関連相談への対応等の支援サービスのほか、その他のM&Aモデルに関
するコンサルティングも提供する。

取引条件の折衝、合弁契約、技術許諾契約、資産譲渡契約等の取
引関連契約書の骨子の策定・作成について支援する。また合弁会社
設立初期において内部制度の立案についての法律相談に対応する。

台湾に古くから進出している日本企業は、親会社の組織拡大に伴い、
次々と台湾に異なる子会社を設立し、その後グループ組織の業務調
整に合わせて、台湾子会社の統合を行うケースが多く、クライアントに対
し、スキームの起案及び統合過程における契約書の作成・労働者問
題解決を支援している。
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M&A：主な実績、事例紹介

日本企業の台湾バイオ産業

への参入事案

•日本企業の顧問弁護士を

務め、法務デューデリジェンス、

投資契約のレビュー、公募増

資による新株発行に関する

台湾証券取引法の相談に

対応した。

日本企業と台湾上場会社と

の合弁事業案

•日本企業と台湾上場会社

による台湾における光学ガラ

スの製造及び販売に発展す

る合弁会社の設立に対応し

た。

•契約書の骨子の策定、取引

条件の交渉及び関連契約

書の作成を支援した。

•合弁会社成立後、当該会

社の法律顧問を務めている。

関連企業組織再編

•数多くの日本企業グループに

おける台湾子会社の統合に

係る相談に対応してきた。

•法規制調査、事業統合契約

のレビュー、労働者の継続雇

用及び解雇に対応してきた。
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労務：働きやすい職場作り、円満退職

内部規程

労使紛争

コンプライアンス

会社設立初期から労働契約、秘密保持契約、就業規則、労使協議
の内容など、従業員を雇用する際に必要な内部書類の作成やレビュー
及び法令に係る定期データ更新を支援する。

労働者解雇、労働者の不法行為、セクシャルハラスメント又はパワーハ
ラスメントを含むそれぞれの相談について会社内部のあらゆる紛争の処
理、労使紛争の調停代理、内部調査、協議等の手続に対応する。

残業、勤務時間、賃金等クライアントの人事部門が日常的に処理す
る労務に関する法規制の相談に対応する。また、日系企業の親会社
による台湾子会社の労働法に関するコンプライアンス実施状況の把握
を支援する。
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労務：主な実績、事例紹介

会社内部の労務関連規程の

整備

•多くの日系企業に会社設立

初期の労働関連契約、就

業規則の作成、労使協議

会の開催を支援している。

•最新の法令に応じ、上記書

類を更新する。

•日系企業の台湾法令と日

本法令の相違点の把握を

支援するとともに、一般的な

不備又は紛争の注意点を

告知する。

労使紛争の解決

•不動産業を営む日本企業

の台湾子会社の刑事訴訟

代理人として労働者の公金

横領疑惑を訴追した。

•労使紛争の解決、調査会

議の主宰・実施、会社の代

理人として労働者の主張及

び紛争の解決に対応するこ

とを支援する。

コンプライアンス

•日本親会社からの出向者で

ある日本人管理責任者がい

ない場合の子会社の労務

状況の適法性の確認、調

査報告の作成及び改善策

の提案に対応する。

•労働検査の対応及び不備

の改善を支援する。
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争訟：積極的に権利を主張し、もっとも効率的な紛争解決策を探る

訴訟及び関連手続
の代理

消費及び権利侵害
に関する紛争

契約紛争、債権回収、官公庁の入札案件、株主間紛争、法
令違反に伴う各調停、訴訟、仲裁手続を代理する。

小売業又はサービス業のクライアントにおける一般的な消費者
紛争を取り扱い、代理人として消費者及び紛争調停等の手続
を代理する。また、摘発、商品又は商標に係る権利侵害による
関連紛争の相談対応及び解決案の提供及び執行を行う。
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争訟：主な実績、事例紹介

商品代金及び各種契約紛

争に関する請求

• 数多くの日系企業をめぐる

商品代金又は各種の契

約紛争の初期段階におけ

る交渉、調停、訴訟及び

強制執行手続の代理をし

てきた。

• クロスボーダー取引の初期

段階において管轄及び適

用の準拠法に係るリスクの

分析などを含め、主張が

成立する可能性、訴訟又

は和解の実行可能性の

検討を支援する。

消費者紛争及び団体訴訟

• 旅行会社の顧客情報が

ハッキングにより漏洩し、消

費者基金会が消費者に

代わって団体訴訟を提起

して求償する事件について、

会社側の代理人として消

費者団体訴訟に対応した。

• 数多くの日系企業の消費

者紛争に対応し、会社側

の代理人として消費者へ

の対応及び紛争解決を

支援してきた。

株主間紛争及び刑事事件

• 日本企業のクライアントが

台湾のドリンク専門店の

日本総代理店として日本

で出店することについて、

合弁契約又は会社の意

思決定による増資及び欠

損填補という主張をめぐる

株主間紛争の解決を支

援した。

• クライアントの代理人として、

社内の背任、横領等の刑

事事件を取り扱った。
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サービスチームの紹介
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チームメンバーのプロフィール

経歴：

主な業務分野：

陳彥勳

Justin Y. Chen

マネージング・パートナー弁護士

学歴：

専門資格：

• 徳勤商務法律事務所 マネージング・パートナー弁護士（現任）

• 建業法律事務所 代表パートナー弁護士兼CEO

• 台湾国際専利法律事務所 弁護士

• 中華民国弁護士

• 中華民国弁理士

• 台湾大学EMBA

• 日本東北大学法学修士

• 台湾大学法学士

• 台湾大学政治学士

• 台北市信義区松仁路100号21階

• Tel : 2725- 9968 内線3088

• Fax: 4051- 6888 内線3088

• Mobile: 0972-973-878

• justinchen@deloitte.com.tw

• 日本企業向け法務サービス

• クロスボーダー/国内の投資、M&A、合弁、株式譲渡等の取引

• 台湾資本市場への上場・店頭公開、株式非公開化、企業グループ
の再編統合

• 会社法、証券取引法等に関するコンプライアンス、コーポレートガバナ
ンス、内部統制制度に関する相談対応

• 労働法令に関するコンプライアンス及び紛争解決支援

• エネルギー、金融又はスタートアップ産業関連の法令に係るコンプライ
アンスに関する相談対応

• 企業運営上の法的リスクマネジメント、契約書レビュー等に関する相
談対応

• クロスボーダー・国内のビジネス紛争に関する相談対応及び解決支援
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陳彥勳弁護士は、台湾大学法学部を卒業し、日本の東北大学法学修士号を取得後、台湾國際專利法律事務所を経て、建業法律事

務所に入所。建業法律事務所在籍時は、代表パートナー弁護士、CEO及び数社の上場会社・店頭登録会社の社外取締役を務めていた

ほか、日本企業向け法務サービスを専門に扱うチームを立ち上げ、対台湾投資、日台間のクロスボーダーM&A（投資スキームのプランニング

と適法性に関するリーガルチェック、法務デューデリジェンス、契約書関連書類の作成・レビュー、行政機関への届出手続のサポート等）及び

台湾における出先拠点の通常の営業活動に関する相談、紛争処理（労使紛争、契約紛争、消費者紛争、訴訟手続等）について100社

超の日本企業のクライアントにリーガル・コンサルティングサービスを提供してきました。また、2016年には、クライアントである日本企業へのサー

ビスを拡大するため、日本法務省の承認を受け、外国法事務弁護士の資格を取得し、東京に初めての台湾法律事務所の支所として建業

外国法事務弁護士事務所を開設しました。数多くの日本の法律事務所及びコンサルティングファームと連携し、多くの日本企業の対台湾投

資の案件をサポートしています。

2021年1月に陳彥勳弁護士は、チームを率いて德勤商務法律事務所に入所しました。自身のチームと当事務所の既存チームの長所と能

力を掛け合わせた網羅的なワンストップサービスを提供することで、クライアントの各商業活動が効率的かつ順調に行われることを期しています。

チームメンバーのプロフィール
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チームメンバーのプロフィール

経歴：

主な業務分野：

林昱瑩

Yuying Y. Lin

シニア弁護士

学歴：

専門資格：

• 徳勤商務法律事務所 シニア弁護士（現任）

• 建業法律事務所 パートナー弁護士

• 建業外国法事務弁護士事務所

日本国外国法事務弁護士

• 日本企業向け法務サービス

• クロスボーダー/国内の投資、M&A、合弁、株式譲渡等の取引

• 会社法、証券取引法、コーポレートガバナンス、金融に関する法規につ
いての相談対応

• 労働法令に関するコンプライアンスと労働関連の紛争解決支援

• 中国語・英語・日本語のビジネス契約書レビュー及び作成

• クロスボーダー/国内のビジネス紛争事件に関する相談対応及び代理

• 中華民国弁護士

• 中華民国弁理士

• 日本東京大学法学修士

• 政治大学法学修士

• 政治大学法学士• 台北市信義区松仁路100号21階

• Tel : 2725- 9968 内線3089

• Fax: 4051- 6888 内線3089

• Mobile: 0921-901-773

• yuylin@deloitte.com.tw 
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林昱瑩弁護士は、政治大学法学部を卒業後、日本の名古屋大学、東京大学に留学し、東京大学法学修士号を取得しています。

2008年に建業法律事務所に入所し、一般の民事、刑事訴訟、調停、仲裁手続の代理等、通常の弁護士業務に従事するほか、主

に日本企業の台湾拠点に係る契約のレビュー、会社法や労働法等の事業活動に関わる法律問題の相談対応、紛争処理（労使紛

争、契約紛争、消費者紛争等）及び日本企業の台湾進出に係る投資スキーム、投資内容の適法性に関するリーガルチェックや法律

相談の対応、投資及びM&Aに関する手続の代理又は法律意見書や投資契約の作成等の法務サービスに携わっていました。2018年

に日本の法務省の承認を受け、日本の外国法事務弁護士の資格を取得した後、同年10月に建業外国法務弁護士事務所に異動。

その後、東京において複数の弁護士事務所と提携し、より直接的な形でクライアントの日本企業に対する法務サービスを提供し、M&A

案件、投資案件、台湾法関連の各種相談対応を含め、これまでクライアントへの法務サービスを提供する中で数多くの実績と経験を蓄

積してきました。

留学や東京での勤務を通じて、日台のビジネス文化の違いを知り、日本企業の考え方やニーズを理解している林昱瑩弁護士は、クライ

アントの相談に応じて、迅速かつ的確に、わかりやすく台湾法の規定を説明し、問題解決を支援するリーガルサービスを提供することがで

きます。

チームメンバーのプロフィール
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